
 

 

報道機関各位 

 

 

 

 

学校用務技士が高木剪定作業を初めて実施します 

 

 

 

 高く生長した学校の樹木は、２年に１度のペースで造園業者による剪定作業を実施していま

す。しかし、木の成長に発注作業が追い付かず、十分な対応が出来ていません。 

そうしたことから、今回、高木剪定の技術を学校用務技士が公園管理事務所の技士から学び、

学校の高木剪定作業を初めて実施します。これにより、良好な教育環境の維持向上を図ります。 

 

１ 日 時 

 (1) 箱田中学校（前箱田町３９６－１） 令和５年１２月１９日（火）９時～１２時 

 (2) 第五中学校（文京町３－２０－５） 令和５年１２月１９日（火）１３時～１６時 

 

２ 概 要 

  令和２年に公園管理事務所に導入された高所作業車を用いた高木剪定を行います。 

  当日は、市内小中学校から技士長・技士長補佐２０人、高所作業車運転技能講習受講者が集

まり、公園管理事務所の技士の指導を受けます。 
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